
(別紙１）

市川三郷町農業委員会農地パトロール（利用状況調査）実施要領

（趣旨）

第１条 農業委員会は農地の公的管理主体として、食料の生産基盤である優良

農地の確保と有効利用の促進を図っていくことが求められている。

このため、農地パトロールを実施し、①遊休農地の実態把握と発生防止・

解消、②農地の違反転用発生防止対策－等について重点的に取り組む。

（農地パトロール月間）

第２条 ９月～１１月までを農地パトロール月間として設定し、農地パトロ

ール月間に実施する農地パトロールは農地法第３０条の利用状況調査と位置

づけて実施する（以下、農地パトロール（利用状況調査）という 。）

（実施の対象及び内容）

第３条 農地パトロール（利用状況調査）は全ての農地を対象に、農業委員、

農業委員会事務局、農業委員会協力員や地域農業に精通した者、農業団体等

の協力を得て実施する。なお、実施にあたっては、周辺農業に及ぼす影響の

大きい地域（以下、重点地域という）を設定するとともに、次の事項を主体

的に実施する。

（１）重点地域における遊休農地の把握

（２）その他の地域における目視による遊休農地の把握

（３）農地法の許可（届出）案件の履行状況の調査・確認

（４）農業経営基盤強化促進法による利用権設定等農地の履行状況の調査・

確認

（５）農地の違反転用の早期発見

（６）相続税・贈与税納税猶予特例適用農地（以下、納税猶予適用農地とい

う）の営農状況の調査・確認

（７）仮登記農地の利用状況の確認

（趣旨の徹底）

第４条 農地パトロール（利用状況調査）の実施にあたっては、参加者を集め

た「農地パトロール（利用状況調査）推進会議」を開催し、趣旨や実施方法

等についての意思統一を図って実施する。

（事前準備）

第５条 農地パトロール（利用状況調査）を実施する際には、区域を区切って



地区担当の農業委員を定める。また、重点地域の農地等の図面については農

業委員会事務局であらかじめ準備する。

（調査結果の整理等）

第６条 農地パトロール（利用状況調査）終了後は、参加者による報告・検討

会を開催、現状と課題を整理するとともに、事後指導の対応について協議す

る。

（１）遊休農地については、農地法第３０条以下に基づく①耕作の再開等の

指導、②利用に関する計画の届出を求めるための遊休農地である旨の通

知、③必要な措置を講ずるべき旨の勧告等の措置を進めるとともに、こ

れらの結果を農地基本台帳に記載する。なお、指導を行う際には、原則

として、まず口頭で行い、次いで文書により行う。

（２）違反転用農地等については、農業委員会に付与された機能を活用し、

適切かつ速やかに是正指導を行う。

（３）農地に復元して利用することが不可能な土地と判断され、かつ、農業

委員会総会の議決により「農地に該当しない土地」と判断し 「非農地、

通知書」を送付した土地については、農地基本台帳から削除するととも

に 「非農地通知一覧表」を管理する。、

（４）納税猶予適用農地について、違反転用の事実を発見した場合及び農地

法第32条の規定により遊休農地である旨の通知をした場合は、遅滞な

く、当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知する。

（広報）

第７条 事前に農地パトロール（利用状況調査）を実施する旨を地元新聞社や

テレビ局等のマスコミへ周知にする。また、農業委員会だよりや広報誌等で

も周知に努める。

（連絡・調整）

第８条 農地パトロール（利用状況調査）の実施にあたっては、山梨県農業会

議及び山梨県庁との緊密な連携、調整を図る。

（その他）

第９条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

附 則

この要領は、平成２２年９月２４日から施行する。


